
２－１．アクションプラン（案）とは

２－２．有効活用に向けたアクションプラン（案）

２－３．アクションプラン（案）の体系

２－４．体系毎の目標と役割分担、具体の取組みイメージ

２－５．アクションプランの展開（例）

２－１．アクションプラン（案）とは

２－２．有効活用に向けたアクションプラン（案）

２－３．アクションプラン（案）の体系

２－４．体系毎の目標と役割分担、具体の取組みイメージ

２－５．アクションプランの展開（例）
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地域住民と行政の連携と共創による取組み
をすすめるための共有すべき方針が必要

●河口水門周辺の有効活用に向けた共通の
ビジョン（将来像）を共有

＊どんな空間を目指すか。
＊どのように利用していくか。
＊何ができるか。

関係
自治体

河川
管理者

地域
住民

★共通のビジョン（将来像）を共有
★しっかりとした連携と共創

アクションプラン
（実現化に向けた取組み）

＊どんな取組みが必要か。（短期的・長期的）

＊地元として何ができるか。

＊行政として何ができるか。

＊どのように協力・連携していくか。

＊役割分担を明確にする。

相互に日頃から十分なコミュニケーショ

ンを図り、緊密な連携・協調の下に協力

関係を築き、具体的に行動することので

きる体制を明確にしていく。

ゾーン毎の将来像（基本理念）

＊どんな空間を目指すか。
＊どのように利用していくか。

実現化に
向け必要な
ことは・・・

２－１．アクションプラン（案）とは２－１．アクションプラン（案）とは

役割分担
の明確化
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進捗状況や

効果などの

確認・共有

周辺の状況などを

踏まえた

見直し・改善

アイデアやルールに

もとづく

取組みの実施

実現への具体的な

アイデアやルール

の創出・共有

地域連携
のしくみ

地域連携
のしくみ

自然環境
の保全

自然環境
の保全

河川空間
の維持管理

河川空間
の維持管理

河川空間
の利用

河川空間
の利用

これまで
の取組み

これまで
の取組み

水辺や河川敷の利用 緑化・環境保全 各種美化活動 各種意見交換など

将 来 像 の 実 現将 来 像 の 実 現

視点視点

アクションにアクションに
向けた向けた

キーワードキーワード

将来像実現将来像実現
へへのの

２－２．有効活用に向けたアクションプラン（案）２－２．有効活用に向けたアクションプラン（案）

旭川河川環境管理基本
計画に基づく空間配置

百間川河口水門
周辺有効活用の方針

地域からの
提案・意見

有効活用に求められる
もの（踏まえるべき視点）

実現化を図る実現化を図る
ための・・・ための・・・

①多様なアイデアを活かした持続可能な河川空間の有効活用

②継続的な緑化・美化・維持管理活動

③継続的な水辺・自然・水質の保全

④多様な主体による有効活用に向けた継続的なしくみづくり
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① 地域住民と自治体の合意による
「活用実施プラン」づくり

③ 占用のあり方と許可方策の検討

目 標目 標

② 地域主体による
「活用実施プラン」の実施・運用

① 地域住民と自治体の合意による
維持管理等のルールづくり

③ 維持管理活動等への適切な支援

② 協働による維持管理等の実施

① 治水管理との調整を前提
とした適切な自然環境の保全

③ 環境保全意識の高揚

② 協働による環境保全活動
・環境学習活動の促進

① 計画や事業に関する
情報交換、共有化の促進

② 調整・連携を高めるしくみづくり

①多様なアイデアを活かした持続
可能な河川空間の有効活用

アクションプランアクションプラン

地域住民

自治体

河川管理者
●占用のあり方と許可方策の検討
●プランづくりへの支援
●必要に応じた河川利用環境の改善

●地域住民との合意形成
●主体的なプランづくり
●プランに応じた占用

●アイデアやルールの提案

●主体的なプランづくり

●主体的な運用・実行組織の充実

●多様かつ適切な河川空間の利用

それぞれの役割それぞれの役割

地域住民

自治体

河川管理者
●協働による維持管理等のルールづくり
●地域活動への適切な支援
●治水機能に配慮した河川空間
の維持・保全

●協働による維持管理等のルールづくり
●地域活動への適切な支援

●協働による維持管理等のルールづくり
●主体的な運用・実行組織の充実
●維持管理活動等への積極的参画

③継続的な水辺
・自然・水質の保全

地域住民

自治体

河川管理者

●水質浄化などへの継続的な取組み
●地域活動への適切な支援
●環境学習空間の提供と機会の創出支援
●河川愛護の啓発と顕彰・支援

●地域活動への適切な支援
●環境学習機会の創出
●河川愛護の啓発と顕彰・支援

地域住民

自治体

河川管理者

②継続的な緑化・美化
・維持管理活動

④多様な主体による有効活用
に向けた継続的なしくみづくり

●主体的な実行組織の充実
●環境保全活動・河川愛護

への積極的参画
●環境学習活動への積極的参加

河川空間の利用河川空間の利用

河川空間の維持管理河川空間の維持管理

自然環境の保全自然環境の保全

地域連携のしくみ地域連携のしくみ

●適正な利用や維持管理に向けた

地域内の情報・意見交換を行う場づくり

●定期的な情報・意見交換を行うための
フォローアップ

●計画や事業調整に関する情報
の適切な公開

２－３．アクションプラン（案）の体系２－３．アクションプラン（案）の体系
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地域住民

自治体

河川管理者① 地域住民と自治体の合意による
「活用実施プラン」づくり

③ 占用のあり方と許可方策の検討

① 多様なアイデアを活かした持続可能な河川空間の有効活用

目 標

※有効活用方策を受けて、利用者 と占用主体

の立場から、双方の意向を勘案した実施計

画及び利用のルール等を検討する。

※実施計画を受けて、占用のあり方と許可方策

を検討する。

② 地域主体による
「活用実施プラン」の実施・運用

※実施計画を受けて、地域の主体性により多様

な利用、適切な利用を進める。

● 占用のあり方と許可方策の検討

● プランづくりへの支援

● 必要に応じた河川利用環境の改善

● 地域住民との合意形成

● 主体的なプランづくり

● プランに応じた占用

● アイデアやルールの提案

● 主体的なプランづくり

● 主体的な運用・実行組織の充実

● 多様かつ適切な河川空間の利用

それぞれの役割

２－４．体系毎の目標と役割分担、具体の取組みイメージ２－４．体系毎の目標と役割分担、具体の取組みイメージ
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【取組みイメージ】【取組みイメージ】

【取組み事例】【取組み事例】

斐伊川水系斐伊川における事例 （島根県）

●許可年月日 ：平成１４年１２月３日

●許可受者 ：木次町

●許可権者 ：中国地方整備局長

●占用面積 ：１７８，３０５．５０㎡

●概要等 ：多目的広場・公園等設置による包括

占用

具体の取組みイメージ具体の取組みイメージ ① 多様なアイデアを活かした持続可能な河川空間の有効活用

川を活かした町づくりを目指し策定した「木次町中

心市街地活性化基本計画」において、斐伊川河川

敷をスポーツゾーンやイベントゾーン等に割り振り、

河川敷の整備・利用を計画

１．包括占用区域の決定

・治水上、環境の保全上等の河川管理上の支障が生じるおそれの少ない河川敷地について、地

方公共団体、公益法人その他これらに準ずる者（以下「地方公共団体等」という。）が河川

管理者と協議して決定する。

（準則第１６）

３．包括占用の許可 （準則第１６第１項・第１９第２項、第３項）

６．工作物の設置等の許可 （準則第２０第４項、第５項、第６項）

２．包括占用に係る許可の申請

・地方公共団体等が行う河川法（以下「法」という。）第２４条（土地の占用の許可）の許可

申請である。

・占用目的を具体的に特定する必要はない。

（準則第１９第１項・第２０第２項）

【一般の占用の場合は、占用目的を具体的に特定した上で、法第２４条、第２６条第１項等の

許可申請は同時に行う。】

５．工作物の設置等に係る許可の申請

・地方公共団体等又は施設設置者が行う法第２６条第１項（工作物の新築等の許可）、第２７

条第１項（土地の掘削等の許可）の許可申請。

・治水上支障が小さいと見込まれるベンチ等の工作物の設置又は樹木の栽植（以下「ベンチ等

の設置等」という。）については、その設置等の範囲及び上限の数を記載すれば足りる。

・河川美化などを目的に活動する河川に関する特定非営利活動法人は、ベンチ等の設置等を目

的とする場合に限り、包括占用区域を使用することができる。

（準則第２０第１項、第２項、第３項）

【一般の占用の場合は、個々の工作物等について、設置等箇所の特定等が必要である。】

４．包括占用区域の具体的利用方法の決定

・地方公共団体等は、都市計画に関する基本的な方針等に沿って、具体的な利用方法（公園な

ど準則第７第１項に規定する占用施設に該当する施設）を自ら決定することができる。

（準則第１６第１項・第１７・第１９第２項）

・地方公共団体等は、施設設置者と使用契約を締結し、包括占用区域を占用施設に該当する施

設（以下「施設」という。）の設置を目的として使用させることができる。（準則第１８）

地方公共団体等 施設設置者
（一般の占用の主体となりうる者）

（使用契約）

「包括占用の特例」の概要

地域住民

自治体・地域住民が
その利用を主体的に判断

有効活用方策に基づく
具体的な利用・管理を検討

※都市計画等での反映

河川の状況等を踏まえ、
独自の規制緩和基準の検討

「河川敷地占用許可準則」
の改正（平成11年）に基づく
包括占用許可の検討

申請

許可合意に基づく
使用契約

活用計画
の策定

自治体 河川管理者
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地域住民

自治体

河川管理者① 地域住民と自治体の合意による
維持管理等のルールづくり

③ 維持管理活動等への適切な支援

②継続的な緑化・美化・維持管理活動

※良好な河川空間の創造・維持を図るため、

各種維持管理活動等の主体や役割、ルー

ルなどについて検討する。

※地域の協働による各種維持管理活動に対し、

適切な支援を行う。

② 協働による維持管理等の実施

※維持管理等のルールに基づき、地域の協働

による各種維持管理活動を継続的に実施

する。

● 協働による維持管理等のルールづくり

● 地域活動への適切な支援

● 治水機能に配慮した河川空間の維持・保全

● 協働による維持管理等のルールづくり

● 地域活動への適切な支援

● 協働による維持管理等のルールづくり

● 主体的な運用・実行組織の充実

● 緑化・美化・維持管理活動への積極的参画

目 標 それぞれの役割
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具体の取組みイメージ具体の取組みイメージ ②継続的な緑化・美化・維持管理活動

【地域と行政による維持管理等への積極的な取組み事例】【地域と行政による維持管理等への積極的な取組み事例】

大洲市連合婦人会他10団体等

肱川水系肱川 における事例 （愛媛県）

●活動団体 ： 「肱川を美しくするお花はん」

※肱川流域を中心に

１１団体＋個人：３２６名 （Ｈ１６末結成）

●活動テーマ： 肱川を花や緑で美しく！

●活動概要 ：行政と地域住民により、河川の協働管理（清

掃活動、植栽活動）を行っている。

決まった場所を担当するボランティアではなく、

各箇所を不特定多数により管理している。

各団体、個人が時間の合う場所、イベントに参

加出来ることとしている。

●地域の清掃活動時に河川

●周辺において清掃を実施

●花や木の植栽及び管理を実施

地域住民

自治体

河川管理者

●ゴミの回収等

（大洲市）

●清掃資材の提供

●花や木の苗の提供

（大洲河川国道事務所）

＜活動の様子＞＜活動の様子＞

＜役割分担の状況＞＜役割分担の状況＞
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地域住民

自治体

河川管理者① 治水管理との調整を前提とした
適切な自然環境の保全

③ 環境保全意識の高揚

③継続的な水辺・自然・水質の保全

※治水管理との調整を図りつつ、水辺の生物の

生息・繁殖の場となっている河川環境を適切

に保全する。

※水辺、自然、水質保全に関して、各種メ ディ

アによる広報や公民館活動等による意識啓

発を強化する。

② 協働による環境保全活動
・環境学習活動の促進

● 水質浄化などへの継続的な取組み

● 地域活動への適切な支援

● 環境学習空間の提供と機会の創出支援

● 河川愛護の啓発と顕彰・支援

● 地域活動への適切な支援

● 環境学習機会の創出

● 河川愛護の啓発と顕彰・支援

● 主体的な実行組織の充実

● 環境保全活動・河川愛護への積極的参画

● 環境学習活動への積極的参加

※地域の協働による各種維持管理活動と連携

を図りつつ、環境保全活動及び環境学習活

動を促進する。

目 標 それぞれの役割
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具体の取組みイメージ具体の取組みイメージ ③継続的な水辺・自然・水質の保全

水質浄化施設（現在運用中）水質浄化施設（現在運用中）

●百間川への生活雑排水の流入部における
水質浄化施設の整備(5箇所）

●礫＋植生浄化方式
（発樋門、新田樋門、五反田樋門）のイメージ

【水辺学習や河川愛護活動の更なる充実】【水辺学習や河川愛護活動の更なる充実】

植生

礫により、汚れを吸着・沈殿させるとと
もに、微生物の働きにより汚れを分解。

礫

浅い池に植えた水生植物に
より、汚れを吸着・沈殿さ
せるとともに、微生物の働
きにより汚れを分解。

現有施設の有効な運用などによる

水質改善へ向けた取組みの検討

ハード面での
既存対策

ソフト面での
新規対策

【既存施設の有効な運用による継続的な取組み】【既存施設の有効な運用による継続的な取組み】

これまでの河川愛護活動（例）これまでの河川愛護活動（例）

●周辺地域団体主催によるふれあいクリーン作戦
（百間川堤防周辺のゴミ拾い）

●ＮＰＯ法人主導による維持管理・啓発・環境教育
（旭川アダプトプログラム）

●自治体主催による体験学習
（百間川「自然をエンジョイ

体験教室」など）

●河川環境保全のための意見を流域住民の方々
から聞くための「河川愛護モニター制度」

・・・・・など

河口水門周辺での積極的展開促進と取組みの検討

継続充実
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地域住民

自治体河川管理者① 計画や事業に関する情報交換、
共有化の促進

④ 多様な主体による有効活用に向けた継続的なしくみづくり

※将来像や計画の共有と、当面の事業や課題

解決について、総合的に情報・意見交換等

ができる環境づくりを行う。

② 調整・連携を
高めるしくみづくり

※河川利用や河川内での活動について、適正

な利用や維持管理が行われるよう、地域間

や行政と地域との間で調整・連携を高める

しくみを検討する。

● 当面の事業や課題、地域間の利用調整など多
様なテーマについて、定期的に情報・意見交換
を行うためのフォローアップ

● 計画や事業調整に関する情報の適切な公開

● 適正な利用や維持管理に向けた地域内の情報・

意見交換を行う場づくり

目 標 それぞれの役割
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具体の取組みイメージ具体の取組みイメージ ④ 多様な主体による有効活用に向けた継続的なしくみづくり

河川空間の有効活用

について

（一例）

※防災拠点や具体

的な河川敷利用に

関する意見交換・

情報共有

自治体

会議の主催・運営

会議の参加者

地域住民

河川管理者

※有効活用方策を受けて、利用者と占用主体の立場

から、双方の意向を勘案した実施計画の策定

（例えば・・・）

※河川敷の具体的利用方法について

※防災拠点（整備予定）の具体的内容について

会議の主な目的

維持管理活動

について

（一例）

※維持管理の協働

に関する意見交

換・情報共有

会議の主催・運営

地域住民

（周辺連合町内会間の会合等）

会議の参加者

自治体

河川管理者

※有効活用方策を受けて、地域住民の間での情報交

換や共同による清掃活動等の実施に向けた意見交

換、体制づくり

会議の主な目的

※行政サイドより清掃活動等の実施に向けた

支援策や情報提供（勉強会・講座等）

例えば

例えば

【継続的な河川管理のしくみづくりに向けた今後の進め方のイメージ】【継続的な河川管理のしくみづくりに向けた今後の進め方のイメージ】
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水防拠点の整備に向けたアクションプラン（例）

整備主体（占用主体）の取り決め整備主体（占用主体）の取り決め

「水防拠点整備基本計画ワーキンググループ（仮称）」の開催
※水防拠点の具体的整備内容について
※連携体制について など

「水防拠点整備基本計画ワーキンググループ（仮称）」の開催
※水防拠点の具体的整備内容について
※連携体制について など

活用・運用に関する定期的な「意見交換会」の開催活用・運用に関する定期的な「意見交換会」の開催

ワーキンググループ
への参加

ワーキンググループ
への参加

情報共有情報共有

参参 画画

組織づくり
※有効利用方法
※協働による維持管理方法
などの検討

組織づくり
※有効利用方法
※協働による維持管理方法
などの検討

「有効活用ワーキンググループ（仮称）」の開催
※有効活用に向けたアイデア、プランの創出
※活用のためのルールづくり
※運用・管理のための役割分担

「有効活用ワーキンググループ（仮称）」の開催
※有効活用に向けたアイデア、プランの創出
※活用のためのルールづくり
※運用・管理のための役割分担

継続的な取組み継続的な取組み

情報提供情報提供

整備計画の公表整備計画の公表 情報提供情報提供

芝生広場

駐車場

多目的広場

芝生広場

駐車場

多目的広場

平常時の利用イメージ（現計画）

百
間
川

２－５．アクションプランの展開（例）２－５．アクションプランの展開（例）
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兼用道路の整備に向けたアクションプラン（例）
～PI手法を取り入れたアクションプラン～

関係機関関係機関
調整調整

・道路管理者
・水門管理者
・公安委員会

・ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ
・ｱﾝｹｰﾄ
・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、広報誌

関係機関関係機関
調整調整

水門工事との調整を図る

情報提供情報提供

・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

W=11 m（2車線、片側歩道）拡幅

高潮対策事業と合せH12年度より整備中

W=7 m（2車線）に拡幅

・河口水門増築事業完了後に、市が関係
機関と協議の上整備予定
・新水門東側は屈曲部の角度や幅員、
安全対策については今後調整

整備時期及び道路形状は、水防拠点計
画と調整を図り、検討を進める。

W=7 m（2車線）に拡幅

市道小橋町沖元線

市道沖元１号線

新水門

市
道
小
橋
町
沖
元
線

市道沖
元１号

線

情報提供情報提供

・ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ
・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、広報誌

継続的な取組み継続的な取組み

情報提供情報提供
意見把握意見把握

情報提供情報提供

情報提供情報提供
意見把握意見把握

情報提供情報提供

意見交換意見交換

これまでの
WS等も踏まえ・・
これまでの
WS等も踏まえ・・
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フォロー
アップ

河川空間の整備・維持管理に向けたアクションプラン（例）

・主体的なアイデア・プランづくり
・運用・実行組織の確立と充実
・維持管理への積極的参画
・維持管理等のルールづくり
・環境学習や河川愛護への積極的参画
・地域内の情報・意見交換を行なう場の
創出

操明学区連合町内会

政田学区連合町内会操南学区連合町内会

河川管理者としての支援河川管理者としての支援
地域住民地域住民との協働との協働

行政としての支援行政としての支援
地域住民地域住民との協働との協働

適切な河川空間の整備・維持管理

地域住民の連携による・・・

・「岡山市環境パートナーシップ
事業」の拡大・広報（岡山市）

・「おかやまアダプト」推進事業
の拡大・広報（岡山県）

例えば・・・

・百間川堤防のごみ拾いの拡大
・環境学習の継続
・維持管理に関する各種制度等の
情報提供

例えば・・・

フォロー
アップ

旭竜小学校総合学習 旭川一斉清掃（NPO主催）
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